
能
資
の
三
宅
術
後
長
崎
の
支
族
臨
京
榔
天
呑
城
主
三
一
の
岱
に
働
い
た
。
せ
ら
れ
た
か
ら
、
黒
川
誠
一
郎
が
採
っ
て
間
四
局
照
一
賀
は
御
槍
奉
行
加
藤
十
左
衛
門
震
久
に
栄
都
を
命
ぜ

宅
小
三
郎
宗
阪
の
子
で
あ
っ
た
と
い
ふ
。
堂
後
屋
停
一
ト
ウ
ジ
ン
ヤ
サ
プ
ロ
ベ
Z

唐
仁
屋
三
郎
兵
衛
官
同
を
金
持
に
聴
し
、
南
町
な
る
狂
言
師
盤
屋
九
郎
兵
一
ら
れ
、
そ
の
後
は
御
持
方
顕
か
ら
勤
め
、
事
保
九
年
入

記
に
よ
れ
ば
、
小
三
郎
の
長
男
蔚
三
右
衛
門
は
本
同
一
河
北
郡
白
尾
ゆ
飴
持
で
あ
っ
た
o
三
郎
兵
衛
の
般
は
一
衡
の
舞
還
を
講
堂
に
笛
て
、
道
演
館
と
穆
し
授
業
を
一
周
朔
日
御
持
筒
頭
茨
木
源
五
左
衛
門
長
基
が
命
ぜ
ら

字
出
様
に
民
た
が
、
次
男
三
郎
右
衛
門
は
天
正
十
年
一
伊
呂
彼
四
十
八
文
字
を
以
て
番
蹴
づ
け
ら
れ
て
ゐ
た
一
開
始
せ

L
め
た
。
同
年
十
周
願
吉
去
り
、
務
士
菊
池
一
れ
て
か
ら
は
能
州
ロ
郡
粂
役
と
な
り
、
次
い
で
御
先

宇
出
様
大
慈
寺
の
併
と
共
に
金
禅
に
出
て
、
城
の
附
一
が
、
或
年
家
人
の
希
望
に
よ
っ
て
悉
〈
之
を
集
結
せ
一
七
郎
は
僻
説
教
授
を
製
ぎ
、
柴
木
昌
之
進
ハ
後
昌
平

γ
一
手
物
顕
が
勤
め
て
笛
分
役
と
な
っ
た
。
叉
能
州
で
は

近
米
町
に
住
み
、
商
人
と
な
り
餅
を
密
議
し
た
。
次
一
し
め
た
所
、
海
上
忽
ち
繰
風
が
起
っ
て
傾
倒
似
し
、
途
一
平
問
宇
一
は
英
感
を
、
名
越
勘
助
は
波
感
を
、
下
村
一
元
隊
四
年
井
上
久
太
郎
長
定
が
大
組
頭
か
ら
之
に
任

い
で
片
町
ヘ
鱒
恥
し
、
前
凶
利
長
に
腿
餅
を
献
上
し
↑
に
破
産
し
た
と
の
議
統
的
存
在
と
な
っ
て
ゐ
る
。
し
一
貫
一
は
敏
感
を
、
橋
健
堂
は
習
字
を
教
授
し
た
が
、
一
ぜ
ら
れ
た
を
初
と
し
、
亭
保
六
年
十
二
月
前
比
孫
兵

て
、
慶
長
十
三
年
御
刊
書
・
御
紋
附
時
子
を
賜
は
り
、
一
か
し
そ
の
人
だ
け
は
質
在
し
た
ゃ
う
で
あ
る
。
一
二
年
一
周
規
則
を
殴
め
、
ご
且
幼
年
生
を
批
猫
館
内
一
衛
昌
請
の
死
後
之
を
厳
し
、
次
い
で
口
一
部
は
加
賀
の

町
役
御
抱
除
と
な
っ
た
が
、
後
制
髪
L
て
鍵
忽
と
脱
一
ト
ウ
ジ
ン
ヤ
シ
キ
唐
人
屋
取
鑑
昆
記
に
、
加
一
の
英
製
厨
に
移
し
、
次
い
で
ま
た
道
憐
館
内
に
残
留
一
一
盗
賊
改
方
の
粂
務
し
た
こ
と
前
記
の
如
く
、
奥
榔
は
・

L
、
元
利
七
年
四
用
十
五
日
夜

L
た
。
二
代
太
郎
左
一
賀
務
老
臣
奥
村
内
腿
の
下
邸
闘
中
に
唐
人
屋
数
と
い
一
し
た
英
感
生
全
部
を
城
内
曾
腕
跡
に
移
し
て
、
之
を
一
所
口
町
奉
行
の
動
方
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
叉
越

衛
門
も
亦
元
利
元
年
利
鳴
か
ら
御
印
替
を
以
て
町
役
一
ふ
聞
が
あ
る
が
、
そ
の
由
来
は
明
ら
か
で
な
い
。
或
一
弛
注
館
と
脱
し
た
。
そ
の
仰
綿
製
生
は
之
と
同
時
に
一
中
で
は
、
元
総
四
年
村
上
助
右
衛
門
敏
忠
が
御
持
簡

を
兎
ぜ
ら
れ
、
是
よ
り
永
悦
の
例
と
な
っ
た
と
あ
る
。
一
は
朝
鮮
役
の
捕
虜
に
し
て
金
滞
に
来
た
も
の
を
、
奥
一
高
岡
町
今
一
筏
民
部
の
邸
に
鞠
ぜ
し
め
た
が
、
後
幾
ば
一
一
聞
か
ら
任
ぜ
ら
れ
た
に
初
。
、
事
保
元
年
五
円
月
附

m

蛍
後
屋
は
後
に
耐
開
業
し
て
茶
を
商
う
た
が
、
嘉
永
の
一
一
利
永
嗣
に
預
け
ら
れ
て
、
こ
L
に
撞
い
た
も
の
で
あ
一
く
も
な
く
援
し
た
。
遊
掛
館
の
生
徒
数
は
、
そ
の
盛
一
助
右
衛
門
之
穏
の
死
後
之
を
館
め
、
魚
津
在
住
の
粂

頃
訟
に
家
屋
を
質
却
し
て
返
却
し
た
。
一
ら
う
か
と
あ
る
。
奥
村
内
勝
下
邸
は
森
町
一
番
丁
附
一
時
に
於
い
て
七
八
十
名
で
あ
っ
た
。
一
帯
に
な
っ
た
と
見
え
る
。

ト

ウ

ジ

日

ヨ

ウ

東

寺

領

京

都

東

寺

銀

守

八

幡

一

近

で

あ

る

。

一

ド

ウ

セ

ン

調

川

4
ギ
ャ
グ
ス
イ
ド
ウ
セ

y

一
ド
ウ
ソ
ジ
ン
鐘
祖
紳
石
川
端
奥
泊
な
る
櫓
品

宮
の
料
腕
と
し
て
、
.
石
川
部
制
河
村
及
び
阿
部
鈴
鹿
↑
ト
ウ
ズ
ミ
藤
健
闘
京
都
伊
久
留
の
内
の
小
字
。
一
逝
水
澗
川
。
一
ウ
ケ
の
段
の
上
に
、
高
さ
一
米
許
の
凝
灰
岩
に
、
殺

村
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
苧
一
徳
二
年
四
周
の
文
訴
に
よ
一
ト
ウ
セ
イ
カ
ン
賀
正
館
大
場
寺
務
に
於
い
て
‘
一
ド
ウ
セ
ン
ア
ン
洞
川
庵
鳳
軍
部
曹
洞
宗
総
持
一
書
で
道
組
制
と
彫
っ
た
一
基
の
碑
が
立
て
ら
れ
て
ゐ

っ
て
知
ら
れ
る

o

-

明
治
二
年
三
用
在
来
の
感
校
で
あ
っ
た
時
習
館
内
に
一
寺
の
山
内
に
在
る
五
院
の
一
つ
で
、
無
輸
の
創
建
で
一
る
が
、
年
蹴
そ
の
他
の
文
字
は
な
い
。
護
し
加
能
二

ト
ウ
ジ
ン
等
仁

J
ギ
サ

y
ト
ウ
ジ
ン
義
山
一
建
て
た
も
の
で
、
寄
宿
生
及
び
活
生
に
封
し
洋
風
情
を
一
あ
っ
た
。
今
艇
に
腹
減
し
た
。
一
同
中
唯
一
の
饗
J
柿
で
あ
ら
う
。

等

仁

。

一

敬

へ

る

闘

で

あ

り

、

初

は

閥

壊

で

あ

っ

た

が

後

に

英

一

ド

ウ

ゼ

ン

ジ

調

鵡

寺

m
羽
咋
郡
直
海
に
あ
っ
た
ゴ
ト
ウ
ダ
イ
シ
ノ
燈
彊
笹

J
ト
〆
ジ
ノ
餓
議

F
ウ
シ
ン
同
心
沼
常
足
臓
の
一
種
で
あ
る
一
棋
に
鰭
じ
た
。
生
徒
は
五
般
に
別
ち
、
朝
一
宅
時
に
始
一
寛
永
六
年
三
周
村
井
飛
瞬
授
家
が
、
岡
村
白
山
静
殿
一
情
。

が
、
加
賀
滞
で
は
間
心
と
稽
ず
る
も
の
に
穂
類
が
あ
一
梁
し
℃
午
後
七

4

時
に
終
・
り
、
上
級
生
は
教
師
之
に
一
修
造
の
棟
札
に
位
一
例
制
部
品
す
と
あ
旬
、
今
も
そ
の
様
一
ト
ウ
ダ
イ
ジ
リ
ヨ
ウ
東
大
寺
領
爾
都
東
大
寺

っ
た
。
そ
の
一
に
定
番
組
付
同
心
が
あ
っ
た
。
こ
れ
一
一
授
け
、
下
級
生
は
上
級
生
が
指
導
す
る
制
で
あ
っ
た
。
一
祉
が
存
す
る
。
一
領
に
江
沼
郡
幡
生
庄
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
正
食
院
文

は
元
勝
十
一
年
か
ら
定
番
足
鶴
の
一
部
を
し
か
呼
ん
一

F
ウ
セ
イ
カ
ン
謹
演
館
明
治
元
年
創
立
せ
ら
一
ド
ウ
ゼ
ン
ジ
ヨ
ウ
遺
書
按
江
沼
郡
柏
野
に
在
一
番
天
平
前
総
一
一
年
十
周
七
日
附
の
も
の
に
凶
っ
て
わ

だ
も
の
で
あ
る
が
、
亭
保
十
一
年
御
留
守
駿
足
踏
に
一
れ
、
主
と
し
て
洋
製
を
教
へ
る
加
賀
滞
の
製
校
で
あ
一
っ
た
。
道
善
山
と
も
い
ふ
。
江
沼
志
稿
に
、
栗
山
道
一
か
る
。
叉
東
大
寺
要
録
巻
穴
水
問
蛍
第
入
に
、
加
賀

合
併
せ
ら
れ
て
後
悦
は
存
せ
ぬ
。
御
議
所
付
同
心
一
っ
た
。
初
め
臨
郎
元
年
洋
僚
に
志
す
背
年
十
名
許
を
一
普
が
こ
与
に
鹿
た
と
い
i

中
が
、
限
藍
の
跡
は
明
ら
か
一
閥
横
江
庄

m百
八
十
六
町
六
段
二
百
歩
と
あ
り
、
横

は
、
元
総
十
二
年
に
初
。
、
御
議
所
奉
行
に
崩
し
て
一
選
び
、
務
践
を
以
て
秘
績
に
態
般
せ
し
め
た
が
、
首
時
一
で
な
い
と
し
て
ゐ
る
0

.

一
江
庄
は

ト
ウ

圃


